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◎
鳥
取
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た
！
 

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で

は
、
被
保
険
者
全
員
が
所
得
な

ど
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る
保
険

料
を
お
住
ま
い
の
市
町
村
へ
納

め
ま
す
。
原
則
と
し
て
介
護
保

険
と
同
様
に
、
年
金
か
ら
天
引

き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
の
額
は
、
広
域
連
合

議
会
で
決
定
し
た
県
内
均
一
の

保
険
料
率
を
も
と
に
、
被
保
険

者
１
人
当
た
り
い
く
ら
と
決
め

ら
れ
る
「
均
等
割
額
」
と
被
保

険
者
の
所
得
に
応
じ
て
決
め
ら

れ
る
「
所
得
割
額
」
を
合
計
し

て
、個
人
単
位
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

均
等
割
額
の
算
定
及
び　

　
　
　
　

軽
減
に
つ
い
て

　

均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
全

員
に
定
額
で
賦
課
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
所
得
の
低
い
方
（
被

保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯

の
世
帯
主
に
つ
き
算
定
し
た
総

所
得
金
額
等
の
合
算
額
が
次
の

基
準
に
該
当
す
る
世
帯
に
属
す

る
被
保
険
者
）
に
つ
い
て
は
、

均
等
割
額
か
ら
、
当
該
被
保
険

者
均
等
割
額
に
そ
れ
ぞ
れ
次
に

掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
健
康
保
険
や

共
済
組
合
な
ど
の
被
扶

養
者
だ
っ
た
方
に
つ
い

て
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
資
格
を
得
た

日
の
あ
る
月
か
ら
２
年

間
、
均
等
割
額
が
５
割

軽
減
さ
れ
ま
す
（
所
得

割
は
賦
課
さ
れ
ま
せ

ん
）。
な
お
、
平
成　

年
20

度
に
お
い
て
は
、
特
例

措
置
が
と
ら
れ
平
成　
20

年
４
月
か
ら
９
月
ま
で

の
間
の
保
険
料
は
賦
課

さ
れ
ず
（
凍
結
）、　

月
10

か
ら
平
成　

年
３
月
ま

21

で
の
間
の
保
険
料
は
、

９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

所
得
割
額
の 　
　

　
 
計
算
に
つ
い
て

　

所
得
割
額
は
、
被
保

険
者
本
人
の
算
定
対
象

所
得
に
、
所
得
割
率
（
１

０
０
分
の
７
・
７
５
）
を
掛
け

た
額
と
な
り
ま
す
。
算
定
対
象

所
得
と
は
、
各
所
得
金
額
の
合

計
額
か
ら
基
礎
控
除　

万
円
を

33

引
い
た
額
と
な
り
ま
す
。
収
入

が
年
金
の
み
の
被
保
険
者
の
場

合
、
収
入
額
が
１
５
３
万
円
以

下
の
場
合
に
は
、
算
定
対
象
所

得
が
０
円
と
な
る
た
め
、
所
得

割
は
賦
課
さ
れ
ま
せ
ん
（
な
お
、

平
成　

年
４
月
分
か
ら
８
月
分

20

ま
で
に
年
金
か
ら
お
支
払
い
た

だ
く
額
の
算
定
に
お
い
て
は
、

公
的
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に

つ
い
て
は
、
７
万
円
を
限
度
と

し
て
所
得
額
か
ら
追
加
し
て
控

除
さ
れ
る
た
め
、
所
得
割
が
賦

課
さ
れ
る
の
は
、
年
金
収
入
額

が
１
６
０
万
円
以
上
の
方
と
な

り
ま
す
）。

世帯の総所得金額等軽減割合

基礎控除額(33万円)を超えない世帯７割軽減

基礎控除額(33万円)＋24.5万円×当該世帯に属する
被保険者の数
（被保険者である当該世帯主を除く。）を超えない世帯

５割軽減

基礎控除額(33万円)＋35万円×当該世帯に属する被
保険者数を超えない世帯

２割軽減

☆軽減を判定する総所得金額について、当分の間、公的年金等控除を受けた者
については総所得金額等から15万円を控除する特例措置が定められます。


